江南市地域密着型サービス事業者公募要項
（令和８年度整備分）

令和７年１２月

江南市
１　公募の趣旨
江南市では、介護を必要とする高齢者等ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域密着型サービスの整備を図るため、第９期江南市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画に基づき、地域密着型サービス事業者を公募して選考を　行います。
２　公募する地域密着型サービスの種類等
	地域密着型サービスの種類
	整備数
	整備区域
	整備年度

	看護小規模多機能型居宅介護
	１施設
	全域
	令和８年度


　　・サテライト事業所も可とします。
　　

※令和６年度末整備状況
　　看護小規模多機能型居宅介護　　　　　全域に整備なし
３　応募資格及び要件
(1)次の要件を満たす法人又は病床を有する診療所を開設している者であること。
①介護保険法(平成９年法律第123号)第78条の２第４項各号に定める欠格事項に
該当しないこと。
②現に介護保険サービスを運営していること又は事業を円滑に実施する能力がある
と認められること。
③法人所轄官庁及びサービス事業所所轄官庁から重大な行政処分等を受けていない
こと。 
④国税及び地方税を滞納していないこと。
⑤法人の役員が、江南市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第２条第２号に規
定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2) 地域住民への説明及び同意の形成を行うこと。
　①公募資料の市への提出に際し、事前に地域住民への説明を行い、その報告書(様式７)、説明資料、議事録等を提出してください。

　※地域住民の範囲：隣接地、整備予定地が所在する自治会及び工事の際に地元説

明が必要と思われる自治会

　　※地域住民への説明に当たっては、「計画書提出に当たっての事前説明であり、

事業が決定したわけではない」こと、「事業主体は応募事業者（法人等）であ

る」ことを資料等に明記し、十分注意して行うこと。
　②指定予定事業者として決定された際は、可能な限り①で説明を行った地域住民と同意書を作成し、提出してください。（様式は任意）

(3) 地域における在宅介護への支援や地域医療との連携を行い、地域包括ケアシステ
ムにおいて積極的な役割を果たすよう努めること。
(4) 利用料については低所得者にも利用しやすい額に設定するよう努めること。
４　土地、施設等の要件
(1) 施設整備計画にあたっては、介護保険法、都市計画法、建築基準法、消防法、　　　　　　　　　その他関係法令等を遵守することとし、必要に応じて、関係機関と事前協議の上、計画を策定すること。なお、市街化調整区域を整備予定地とする場合は、都市計画法に基づく愛知県開発審査会基準第18号に適合するものであること。
(2) 江南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第26号)、及び江南市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成24年条例第27号）を満たすもの。
(3) 整備予定地は、許認可が得られる見通しの用地で、事業者が所有のもの又は賃貸借契約による借用の場合は事業の安定的、継続的な運営を確保できる契約期間であり、用地が確実に確保できるもの。
· 土地に抵当権又は根抵当権が設定されていないこと。ただし、当該施設を整備するための借入金を被担保債権とする抵当権は除きます。
· 借地、借家の場合、土地は30年以上、建物は20年以上の契約期間に加え、更新条項が規定されていること。
(4) 整備予定地については、応募の段階であらかじめ確保しておく必要はないが、用地確保が確実に見込めること。(承諾書等により、整備予定地が担保されているか確認します。)
(5) 土地利用や建築行為等が規制される地区における計画は、事前に所管課と調整を行ったうえで応募すること。
(6) 令和８年度中に整備を完了すること。
５　応募に関する事項
(1) 応募書類(申請時に提出。原本１部、コピー８部）　

[image: image1.emf]番号 書　類　名 様式

1 地域密着型サービス事業所の設置に係る応募申込書 様式１

2 事業計画提案書 様式２

3 地域密着型サービス事業整備計画概要書 様式３

4

資金計画書

　（残高証明書を添付）

様式４

5 代表者・管理者（施設長）の経歴書 様式５

6

事業収支計画書（３か年）

　収入見込み、支出見込み等積算根拠を明確にすること

様式６

7

法人の概要

　①法人の沿革（経歴・実績）

　②現在運営している施設又は事業の概要

　③今後予定をしている施設又は事業の概要

様式自由

8 法人の定款又は寄付行為（最新のもの）

9 法人の登記簿謄本（応募提出日３か月以内に発行されたもの）

10

決算書（過去３年分）

（貸借対照表、損益計算書、財産目録など添付）

11

納税証明書

（国税及び主たる事業所の地方税で発行日から１か月以内のもの）

12

基本計画図等

　①整備予定地周辺図（都市計画基本図で作成：縮尺1/2500）

　②配置図（建物、駐車場、外構などの配置の分かるもの）

　③平面図（消火設備、部屋別面積、廊下幅などが記入してあるもの）

　④立面図

　⑤現況現地写真（２方向以上からの撮影）

　様式自由



 ②～④は

 Ａ３版作成、

 Ａ４サイズ

 折り込み

13

事業予定の土地、建物に関する権利関係が確認できる書類

　①土地・建物登記簿謄本写し

　　（おおむね３か月以内に発行されたもの）

　②購入契約書若しくは借地・借貸契約書の写し又は

　　合意書（確約書）等の写し（※代表者の原本証明必要）

14 事業スケジュール（着工、竣工等、開設までの日程表） 様式自由

15 借入金の償還計画 様式自由

16

地域住民への説明状況・周知計画報告書

（説明資料・議事録等内容の分かる資料を添付)

様式７

17 誓約書 様式８-１


(2) 応募書類作成方法
① 表紙には「サービスの種類」、「事業者名」を表示してください。
② 提出書類一覧表の番号ごとにインデックスを付けてください。
③ 全体を綴り紐やバインダー等で綴ってください。

④ 原則としてＡ４版で、Ａ３版の資料はＡ４サイズに折り込んでください。
⑤ 可能な限り両面印刷にしてください。
⑥ 契約書類などの写しには代表者名で原本証明をしてください。 
(3）留意事項
　　① 受付期間終了後、応募者の都合による書類の差替えは原則として認めません。
　　② 提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
③ 応募書類は、理由の如何に関わらず返却しません。
④ 応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。
(4) 応募書類の受付
受付期間： 令和８年１月５日(月)～令和８年４月１０日(金)
　　　　（土・日・祝日を除く）　
受付時間： 午前９時～午後４時
受付方法： ふくし部介護保険課へ持参にて提出してください。
※提出の際は、予め電話予約の上、来庁してください。

６　個別相談について（随時）
受付方法
事業者説明会は開催しません。書類作成等に係る質問事項等は、個別に相談を受け付けますので、事前に電話予約の上、来庁してください。
受付時間：　午前９時～午後４時
７　補助金
　　愛知県介護施設等整備事業費補助金を財源に、整備事業者に対し補助金を交付　する予定ですが、確約できるものではありません。
市単独による補助金交付はしませんので、資金計画策定にあたりご留意ください。
また、補助金が交付された場合は、補助の要件として、取得した財産の処分制限等の条件が付されます。処分制限期間を経過する前に財産処分を行う場合は事前承認が必要となり、交付済みの補助金等の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、ご承知おきください。
〈参考〉愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱（令和７年度）
	区　分
	交付基準単価
	単位

	地域密着型サービス等整備等助成事業
	41,500千円
	施設数

	介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
	1,036千円
	宿泊
定員数


８　審査及び選考に関する事項
(1) 選考の基準及び審査の手順
① 事業者の選考にあたっては、「江南市地域密着型サービス事業者選考委員会」を設置し、選考します。
② 応募者からの提出資料について、事務局で確認をします。
③ 選考委員会による書類審査及びヒアリングを実施し、選考します。
　 ヒアリング日程

開催日時： 令和８年５月中旬
開催場所： 江南市役所内
※ヒアリングの実施方法など、詳細については別途通知します。
④ 選考の結果は、全応募者に文書で通知するとともに、選定された事業者名などを江南市ホームページで公表します。（令和８年５月下旬予定）

⑤ 審査結果によっては、応募数にかかわらず選考しない場合があります。
⑥ 選定後に重大な不備等があることが判明した場合等には、当該選定を取り消すことがあります。
(2) 評価の項目
① 法人の理念・姿勢
② 法人運営の透明性、公平性、法令等の遵守状況
③ 運営実績、事業効率化への取り組み
④ 施設管理運営体制、安全性への配慮
⑤ 利用者への対応
⑥ 職員の育成
⑦ 事業適正化への対応
⑧ 整備計画概要
⑨ その他

９　問合せ及び書類の提出先
〒483-8701　江南市赤童子町大堀90番地
江南市役所　ふくし部　介護保険課　介護給付グループ
ＴＥＬ　0587-50-0238（窓口・電話受付時間：午前９時から午後４時まで）
ＦＡＸ　0587-56-5951
Ｅﾒｰﾙ 　kaigo@city.konan.lg.jp

日常生活圏域

	圏域名
	住　　所　　地　　名

	北部圏域
	後飛保町、藤ヶ丘、松竹町、河野町、宮田町、宮田神明町、村久野町、前飛保町（緑ヶ丘、藤町以外）、東野町（岩見）、小杁町、勝佐町、鹿子島町、草井町、小脇町、慈光堂町、般若町、中般若町、和田町

	中部圏域
	赤童子町（大間、栄、桜道、白山、良原以外）、石枕町、尾崎町、北野町、古知野町、山王町、高屋町、野白町、飛高町、前野町、宮後町、前飛保町（緑ヶ丘、藤町）、山尻町、江森町

	南部圏域
	赤童子町（大間、栄、桜道、白山、良原）、大間町、上奈良町、島宮町、東野町（岩見以外）、今市場町、大海道町、小郷町、木賀町、木賀東町、木賀本郷町、北山町、五明町、曽本町、小折町、小折東町、小折本町、田代町、天王町、中奈良町、布袋町、布袋下山町、南山町、安良町、寄木町、力長町



